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令和４年度財政援助団体等監査の結果について（報告） 

地方自治法第１９９条第７項の規定により実施した財政援助団体等監査の結

果について、同条第９項の規定に基づき次のとおり報告します。 
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第１ 監査の種類 

地方自治法第１９９条第７項の規定に基づく財政援助団体等監査 

 

第２ 監査の期間 

令和４年５月２４日から令和４年９月１４日まで 

（委員聴取日 令和４年７月８日） 

 

第３ 監査の場所 

   富里市立富里中学校応接室及び青空保育園子育て支援室 

  

第４  監査の対象  

(1) 財政援助団体 

対象団体 ：富里市立富里中学校 

対象補助金：中学校部活動補助事業補助金 

 所管部課 ：教育部学校教育課 

 

(2)  財政援助団体 

対象団体 ：社会福祉法人清郷会 青空保育園 

対象補助金：富里市民間保育所運営費等補助金 

 所管部課 ：健康福祉部子育て支援課 

 

第５ 監査の範囲 

  令和３年度の補助金に係る出納その他の事務。ただし、必要がある場合は上記以外の 

期間も範囲とした。 

 

第６ 監査の主眼 

(1) 対象団体 

ア  事業計画書、予算書及び決算諸表等と所管部課へ提出した補助金の交付申請、実

績報告等は符合するか。 

イ 補助金交付申請及び請求、受領は適時に行われているか。 

ウ 事業は、計画及び交付条件に従って実施され、十分効果があげられているか。 

エ  出納関係帳票の整備、記帳は適正か。また、領収書等の証拠書類の整備、保存は 

 適切か。 

オ 補助金に係る収支の会計経理は適切か。 

 

(2) 所管部課 

ア  補助金の決定は予算・法令等に適合しているか。 

イ  補助金の交付目的及び補助対象事業の内容は明確か。また、公益上の必要性は 

 十分か。 

ウ  補助金の算定、交付方法、時期及び手続等は適正か。 

エ  補助金の効果及び条件の履行の確認は実績報告等によりなされているか。 

オ  補助金交付団体への指導監督は適切に行われているか。 
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第７ 監査の方法 

令和３年度において、財政援助を行った団体のうち２団体を抽出し、上記監査の主眼

に基づき、団体所管事業及び所管部課手続等について、所管部課職員から説明を聴取し、

通常実施すべき監査手続きで実施した。 

団体及び所管部課には、事前に監査資料及び関係諸帳簿の提出を求め、富里市監査基

準に準拠のうえ、監査を実施した。 

 

第８  監査の結果 

監査の結果、財政援助団体及び所管部課の財政援助(補助金)に係る出納その他の事 

務の執行及び補助金交付事務の執行については、下記の事項を除き、おおむね適正に執

行されていると認められた。 

ついては下記の事項について検討・改善を図り、事務処理の適正化に努められたい。 

 

第９ 検討・改善を要する事項 

(1) 財政援助団体に対して 

財政援助団体については、関係書類に一部不明瞭な部分が見受けられることから、

適切な整備に努められたい。    

 

(2) 所管部課に対して 

保育所運営に係る補助金については対象事業が多く、また法改正等も頻繁に行われる。

担当ではその都度制度への理解を深め、正しい解釈のもと交付事務を行うことが求めら

れ、大変な労力を要することが想像されるところであるが、交付申請からの一連の手続

きについて、限られた時間内での適切な事務執行に引き続き努められたい。 

  また、各所管部課におかれては、補助金の実績はもとより、費用対効果についても  

検証し、当該補助金が公共の福祉向上に寄与するよう、財政援助団体に対する適切な指

導監督に努められたい。 
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富里市立富里中学校 

 

団体概要   

１  補助団体・代表者名 

富里市立富里中学校 校長 今泉 克己 

 

２ 所管部課等名 

教育部 学校教育課 

 

３ 補助金名称 

中学校部活動補助事業補助金 

 

４ 部活動団体と補助金目的 

(1)  部活動団体 

①陸上競技部 ②ソフトボール部 ③バレーボール部 ④野球部 

⑤サッカー部 ⑥剣道部 ⑦男子ソフトテニス部 ⑧女子ソフトテニス部 

⑨男子バスケットボール部 ⑩女子バスケットボール部 ⑪卓球部 ⑫体操部  

⑬男子バトミントン部 ⑭女子バトミントン部 ⑮柔道部 ⑯吹奏楽部 ⑰美術部 

⑱家庭科部 ⑲国際理解部 

 

(2) 補助金目的 

富里市立各中学校部活動の振興を図るため、活動事業及び大会参加事業に要する経費

について、補助金を交付する。 

 

(3)補助対象事業 

中学校部活動事業及び大会参加事業に要する経費 

学校ごとに、学級数に３０，０００円を乗じた額を限度とする。 
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(4)事業実績 

番号   区          分  金      額   備           考 

１ 陸上競技部        ４８，６８０円 活動事業・大会参加事業 

２ ソフトボール部 ４４，３００円 活動事業・大会参加事業 

３ バレーボール部 ４６，５５６円 活動事業・大会参加事業 

４ 野球部     ５２，９５０円 活動事業・大会参加事業 

５ サッカー部 ４８，９５０円 活動事業・大会参加事業 

６ 剣道部           ４１，５５６円 活動事業・大会参加事業 

７ 男子ソフトテニス部  ６１，０００円 活動事業・大会参加事業 

８ 女子ソフトテニス部  ５５，０００円 活動事業 

９ 男子バスケットボール部  ３２，７８２円 活動事業・大会参加事業 

１０ 女子バスケットボール部  ３１，０００円 大会参加事業 

１１ 卓球部   ４，０００円 大会参加事業 

１２ 体操部       ０円  

１３ 男子バトミントン部  ６３，７５６円 活動事業・大会参加事業 

１４ 女子バトミントン部  １９，８００円 大会参加事業 

１５ 柔道部   ８，０００円 大会参加事業 

１６ 吹奏楽部 １２２，６７０円 大会参加事業 

１７ 美術部 ３，０００円 大会参加事業 

１８ 家庭科部 ０円  

１９  国際理解部 ０円  

  合       計 ６８４，０００円  

 

５ 監査実施日 

   令和４年７月８日(金) 

 

６ 市補助金 

   ６８４，０００円 
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７  決算の状況 

収入の部 

科             目 金       額    備                 考 

 市補助金 ６８４，０００円 ２８，５００円×２４学級 

   

 合             計 ６８４，０００円  

 

支出の部 

 科             目 金        額   備           考 

 活動事業 

   消耗品費 

 ２１１，２００円  

 活動事業 

   用具購入費 

１７５，７３０円  

 大会参加事業 

   大会参加費・登録費 

２９７，０７０円  

  合         計 ６８４，０００円  

 

８ 補助金交付額等 

補助金の交付状況 

・交付申請  申請額 ６８４，０００円(申請日 令和３年４月 １日) 

・交付決定  決定額 ６８４，０００円(決定日 令和３年４月 １日) 

・交付確定  確定額 ６８４，０００円(確定日 令和４年３月３１日)  
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社会福祉法人清郷会 青空保育園 

 

団体概要  

１  補助団体・代表者名 

社会福祉法人清郷会 青空保育園 園長 福田 久美子  

 

２ 所管部課等名 

健康福祉部 子育て支援課 

 

３ 補助金名称 

富里市民間保育所運営費等補助金 

 

４ 補助金目的と事業実績 

(1)  補助金目的 

市内において民間保育所を設置運営している者に対し、その運営に要する経費につい 

て、補助金を交付することで、児童福祉の向上を図ることを目的とする。 

 

(2)補助対象事業 

本補助金は、次の①～⑥により構成。 

①保育士配置改善事業補助金 

(千葉県)保育士配置改善事業実施要綱(平成28年児第3062号)により民間保 

育所（小規模保育事業を除く。）が実施する事業に要する経費 

②延長保育事業費補助金 

      延長保育事業の実施について(平成 27年７月 17日厚生労働省雇用均等･児童家庭 

局長通知)により民間保育所が実施する事業に要する経費 

③一時預かり事業補助金 

一時預かり事業の実施について(平成 27年 7月 17日 27文部科学省初等中等教育

局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)により民間保育所が実施する事業

に要する経費 

④保育所地域活動事業費補助金 

民間保育所（小規模保育事業を除く。）が地域の需要に応じた幅広い活動を行うた 

めに要する経費 

ア 世代間交流等事業 

イ 異年齢児交流等事業 

ウ 育児講座・育児と仕事の両立支援事業 

エ 地域の特性に応じた保育需要への対応 

 ⑤保育士処遇改善事業費補助金 

    千葉県保育士処遇改善事業実施要綱（平成 29年子第 891号）により民間保育所が   

実施する事業に要する経費 

   ⑥保育体制強化事業補助金 

    「保育人材確保事業の実施について（平成 29年 4月 17日雇児発 0417第 2号厚生 

労働省雇用均等・児童家庭局長通知）」別添 6「保育体制強化事業実施要綱」に 

基づき実施される事業に要する経費     
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(3) 事業実績 

補助金の名称 

保育所対象経費 

実支出額① 
寄附金その他 

収入額② 

差引額③ 

（① －②） 

保育士配置改善事業補助金 ８，６２８，１５３円 ０円 ８，６２８，１５３円 

延長保育事業費補助金 ５，１０６，４９６円 ３７８，３６０円 ４，７２８，１３６円 

一時預かり事業補助金 ５，７９２，１２９円 ７９８，６００円 ４，９９３，５２９円 

保育所地域活動事業費補助金 ２５９，２１３円 ０円 ２５９，２１３円 

保育士処遇改善事業費補助金 ５，２８０，０００円 ０円 ５，２８０，０００円 

保育体制強化事業補助金 ３７０，０８２円 ０円 ３７０，０８２円 

合     計 ２５，４３６，０７３円 １，１７６，９６０円 ２４，２５９，１１３円 

 

５ 監査実施日 

   令和４年７月８日(金) 

 

６ 市補助金 

補助金の名称 基準額④ 
補助金交付額⑤ 

（③と④を比較して少ない額） 

保育士配置改善事業補助金 ７，５８３，６１０円 ７，５８３，６１０円 

延長保育事業費補助金 ３００，０００円 ３００，０００円 

一時預かり事業補助金 ３，３２２，８００円 ３，３２２，８００円 

保育所地域活動事業費補助金 ２５０，０００円 ２５０，０００円 

保育士処遇改善事業費補助金 ５，２８０，０００円 ５，２８０，０００円 

保育体制強化事業補助金 １，２００，０００円 ３７０，０８２円 

合     計 １７，９３６，４１０円 １７，１０６，４９２円 

 

７  補助金交付額等 

補助金の交付状況 

・交付申請 申請額 １６，７７７，５００円(申請日 令和３年４月 １日) 

・交付決定 決定額 １６，７７７，５００円(決定日 令和３年８月１０日) 

・変更交付申請 申請額 １７，１０６，４９２円（申請日 令和４年３月２５日） 

・追加交付決定 決定額 １７，１０６，４９２円（決定日 令和４年３月３１日) 

・交付確定 確定額 １７，１０６，４９２円(確定日 令和４年３月３１日)  
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